
 

 

 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 3 1 日 

消 防 庁 

  

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気  

器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を  

改正する省令（案）等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布  

   

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（案）等の内容に

ついて、令和５年３月 30 日から令和５年４月 28 日までの間、意見を公募したところ、１

件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則及び対象火

気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する

基準を定める省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

以下の事項等について措置を行うため、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）、対象火

気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準

を定める省令（平成 14年総務省令第 24号）、畜舎等に係る基準の特例の細目（令和４年消防庁告

示第２号）、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成 14 年消防庁告示

第１号）及び配電盤及び分電盤の基準（昭和 56 年消防庁告示第 10 号）を改正するとともに、蓄

電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）を制定す

るものです。概要については、［別紙２］をご覧ください。 

・畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象施設の追加 

・対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に

関する基準を定める省令による規制の対象となる蓄電池設備に係る基準の見直し 

・固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直し 

・第一種配電盤等の配線用機器等に係る耐熱基準の見直し 

２ 意見公募の結果 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（案）等の内容につ

いて、令和５年３月 30 日から令和５年４月 28 日までの間、意見を公募したところ、１件の

意見の提出がありました。 

提出された意見及び意見に対する考え方は、［別紙１］のとおりです。 

３ 改正省令等の公布 

消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和５年５月 31日に

公布しました。 

・消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに

関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和５年総務省令第

 



48号）［別紙３］ 

・畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件（令和５年消防庁告示第６号）［別紙４］ 

・蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）

［別紙５］ 

・対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件（令和５年

消防庁告示第８号）[別紙６] 

・配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件（令和５年消防庁告示第９号）[別紙７] 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 米田課長補佐、田村 

TEL 03-5253-7523（直通） 

MAIL yobo_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を 

「_atmark_」と表示しております。送信

の際には、「@」に変更してください。 
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【消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正す

る省令（案）等に対して提出された意見及び意見に対する考え方】 

番号 意見の概要 意見に対する考え方 

提出意

見を踏

まえた

案の修

正の有

無 

No.1 

○ TBT 通報の対象と思われる技術要件的な規制に関する改正と

思われる。TBT の番号を教えていただきたい。 

  

○ TBT 協定第２条９では、関連する国際規格が存在しない場合

又は強制規格案の技術的内容が関連する国際規格の技術的

内容に適合していない場合において、当該強制規格案が他の

加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、TBT

通報を行う義務があることとされています。 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具

等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

（平成 14年総務省令第 24号。以下「対象火気省令」という。）の

改正案では、「蓄電池容量が 10 キロワット時を超え 20 キロワッ

ト時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして

消防庁長官が定めるもの」を対象火気省令上の蓄電池設備か

ら除くとともに、「延焼防止措置が講じられたものとして消防庁

長官が定めるもの」については、建築物からの離隔距離を不要

とするものです。 

 これらの「消防庁長官が定めるもの」は、「蓄電池設備の出火

防止措置及び延焼防止措置に関する基準」案において、一定

の日本産業規格に適合するもの又はこれらと同等以上の措置

無 

別紙１ 
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が講じられたものとしています。この告示案で規定した一定の

日本産業規格は、関連する国際標準規格を基として作成されて

おります。また、運用通知により、日本産業規格と「同等以上の

出火防止措置（延焼防止措置）が講じられたもの」として国際標

準規格も認めることとしております。 

こうしたことから、今回の改正については TBT 通報の対象に

はなりません。 

 

○ 「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準」

の「延焼防止措置が講じられた蓄電池設備」における「同等以上

の延焼措置」の運用上の基準を示す文書を発出していただきた

い。対象火器設備等は各消防において運用されるため地方により

バラバラになり混乱の恐れがある。 

 「蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策検討部会報告書」

によれば、３つの安全要求事項（過充電防止措置、外部短絡防止

措置、内部短絡防止措置又は内部延焼防止措置）を満たし、加え

て、JIS 等の標準規格において、防火筐体等の外部延焼防止措

置が講じられた蓄電池設備については、消防法令が求める延焼

防止措置と同等の安全措置が講じられたものと認めて差し支えな

いとされているが、下記も同等と認められるか確認したい。 

a) 例示された規格の該当項目のみ抽出して評価 

b) 該当項目に対応する自主基準による評価 

c) 挙げられている以外の規格（該当項目の一部のみ対応） + 抜

けている該当項目の追加評価 

○ ｢同等以上の延焼防止措置が講じられたもの｣については、上記

のとおり運用通知により示すこととしております。 

  また、上記のとおり、国際標準規格等を満たす場合は、この

告示案で規定した一定の日本産業規格と同等以上の延焼防止

措置が講じられたものとして認めることができますが、それ以外

の場合は当該措置が講じられたものとして認めることはできな

いと考えます。 
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○ 複数の蓄電設備を一か所に設置する場合、個々の蓄電設備が

規制対象に満たない 10kWh 未満の場合、合算不要と考えて良い

か？合算が必要な場合と不要な場合の基準があればご教示願い

たい。 

【個人】 

○ ｢蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて

（通知）｣（令和 4 年 3 月 31 日付け消防予第 155 号）で示してい

るとおり、蓄電池及びその他の機器が１の箱に収納され、火災

予防上一定の安全性を有するものであるときは、当該箱ごとに

対象火気省令第３条第 17 号に定める「蓄電池設備」への適合

が判断されます。 

 

◯意見提出者数：１件 

※1 提出意見数は、意見提出者数としています。 

※2 とりまとめの都合上、いただいた御意見は要約する等の整理をしております。 
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令和５年５月 

消防庁予防課 

 

１ 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令について 

（１） 消防法施行規則の一部改正について 

【改正理由】 

規制改革推進に関する中間答申（令和４年 12月 22日規制改革推進会議決定）

において、農林水産省は、畜舎特例法に基づく新制度における「畜舎等」の対象

に、畜産業用倉庫等を追加し、必要な措置を講ずることとされた。また、総務省

は、畜産業用倉庫等の利用実態に即した消防用設備等の特例基準について検討

し、速やかに結論を得るとともに、検討の結果、消防法に基づく規制を見直す場

合には、事業者に混乱が生じないよう、新制度の見直しと可能な限り同時期に当

該見直しを行うため、必要な措置を講ずることとされた。 

消防庁では、本答申を踏まえ、畜舎における消防用設備等の特例基準のあり方

に関する検討部会（部会長：関澤愛東京理科大学総合研究院・火災科学研究所教

授）において検討を行い、その結果を踏まえ、消防法施行規則（昭和 36年自治省

令第６号。以下「規則」という。）について、所要の改正を行うものである。 

   

※「規制改革推進に関する中間答申」（令和４年 12月 22日規制改革推進会議決定）（抄） 

   農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更なるコスト削減の

ため、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第 34 号。以下「畜舎特例

法」という。）の考え方を踏まえ、畜舎特例法に基づく新制度（以下「新制度」という。）に

おける「畜舎等」の対象に、畜産業の用に供する倉庫、車庫、排水処理施設、貯水施設及び発

酵槽等（以下「畜産業用倉庫等」という。）を追加し、あわせて、防火に係る技術基準を利用

実態に即して建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の基準より緩和することについて、事業

者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとともに、新制度の見直しに向けて必要

な措置を講ずる。 

      総務省は、新制度の見直しの検討の結論を踏まえ、畜産業用倉庫等の利用実態に即した消防

用設備等の特例基準について、事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとと

もに、検討の結果、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づく規制を見直す場合には、事業

者に混乱が生じないよう、新制度の見直しと可能な限り同時期に当該見直しを行うため、必要

な措置を講ずる。 

 

  

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等につ

いて 

別紙２ 
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【改正内容】 

〇 畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象施設の追加 

畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象となる施設について、現行の畜

舎、堆肥舎及び関連施設（搾乳施設及び畜舎に付随する集乳施設）に加え、貯水

施設及び水質浄化施設、保管庫（防火上支障がない物資及び車両として消防庁長

官が定めるもの以外のものを保管しないものに限る。以下同じ。）、排水処理施

設、発酵槽等※を追加する。 

※ 追加される施設についても、現行の畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象施設と

同様に、①防火上及び避難上支障がないこと、②周囲の状況から延焼防止上支障がないこ

と、等の要件を満たすことが必要。 

 

〇 保管庫の用に供する部分の床面積の合計が 3,000m2 を超えるものに係る消防用

設備等の特例基準 

畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象となる施設のうち、保管庫の用に

供する部分の床面積の合計が 3,000㎡を超えるものについては、火災初期の段階

を過ぎた場合の火災拡大の危険性や消火の困難性に鑑み、現行の畜舎等に係る消

防用設備等の特例基準では設置を不要としている屋内消火栓設備及び屋外消火

栓設備を、原則どおり設置することとする。また、現行の畜舎等に係る消防用設

備等の特例基準で認めている消防用水の特例（設置が必要となる面積の緩和、二

以上の部分が渡り廊下で接続されている場合の設置基準の緩和）を適用しないこ

ととする。 

なお、貯水施設及び水質浄化施設、排水処理施設、発酵槽等については、現行

の畜舎等に係る消防用設備等の特例基準と同じ基準を適用する。 

 

【施行期日】 

公布の日 

 

（２） 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正について 

① 蓄電池設備に係る基準の見直し 

【改正理由】 

 蓄電池設備は、使用時に火災の危険性があるため、対象火気設備等の位置、構

造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を

定める省令（平成 14年総務省令第 24号。以下「対象火気省令」という。）に従

い制定される市町村条例により規制されている。しかしながら、対象火気省令に

定められている基準は、主に開放形鉛蓄電池設備を想定されたものであるため、

リチウムイオン蓄電池設備など新たな蓄電池設備や、蓄電池設備の更なる大容量

化などに十分に対応できているとは言えない面もある。 

こうした背景を踏まえ、蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策検討部会
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（部会長：小林恭一東京理科大学総合研究院教授）において検討を行い、その結

果を踏まえ、対象火気省令について、所要の改正を行うものである。 

 

【改正内容】 

〇 対象火気省令において規制する蓄電池設備の見直し 

現行の対象火気省令においては、4,800 アンペアアワー・セル未満の蓄電池設

備を規制の対象から除いている。今回、規制の対象となる蓄電池設備を、電気エ

ネルギー貯蔵システムの安全性を分類する際に一般的に用いられている蓄電池

容量（キロワット時）を用いて区分することとし、蓄電池容量が 10キロワット時

以下のもの及び蓄電池容量が 10キロワット時を超え 20キロワット時以下のもの

であって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを規制

の対象から除くこととする。 

   

  〇 耐酸性の床上等に設けなければならない蓄電池設備の見直し 

開放形鉛蓄電池を用いたもの以外については耐酸性の床上等に設けなくても

よいこととする。 

 

  〇 雨水等の浸入防止措置の見直し 

屋外に設ける蓄電池設備について、雨水等の浸入防止措置が講じられたキュー

ビクル式のものでなくても、雨水等の浸入防止措置の講じられた筐体に収められ

たものとすればよいこととする。 

 

〇 建築物からの離隔距離の見直し 

屋外に設ける蓄電池設備については、原則として建築物から３メートル以上の

離隔距離を設ける必要があるが、一定の要件を満たせば離隔距離は不要とされて

おり、当該要件に、新たに、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が

定めるものを追加する。 

 

② 固体燃料を使用した火気設備の離隔距離の見直し 

【改正理由】 

  薪ストーブや炭焼き器等の固体燃料を使用した火気設備は、対象火気省令に従

い制定される市町村条例により建築物等から離隔距離を設ける等の基準が定めら

れている。近年、薪ストーブ等への関心が高まっているが、建築物等からの離隔

距離を設ける必要があるため、そのスペースを確保することができず、設置を断

念するケースがある。 

  こうした課題を踏まえて火を使用する設備等の評価方法及び防火安全対策に関

する検討部会（部会長：松島均日本大学生産工学部特任教授）において検討を行

い、その結果を踏まえ、対象火気省令について、所要の改正を行うものである。 
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【改正内容】 

対象火気設備等の離隔距離を定めている対象火気省令別表第１に、新たに、固

体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとする。 

 

  ③ 施行期日等 

【施行期日】 

    令和６年１月１日 

 

 【経過措置】 

改正後の対象火気省令第３条第 17 号に規定する蓄電池設備に新たに該当する

こととなるもののうち、改正省令の施行の際現に設置されているもの及び施行の

日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、改正後の対象火

気省令第２章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。 

 

２ 畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件について 

 【改正内容】 

 改正後の規則において、畜舎等に係る消防用設備等の特例基準の対象施設となる

保管庫に保管することのできる「防火上支障がない物資及び車両」について新たに

規定するほか、所要の規定の整理を行う。 

 

 【施行期日】 

   公布の日 

 

３ 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準について 

 【改正内容】 

対象火気省令上の規制の対象外となる蓄電池容量 10キロワット時を超え 20キロ

ワット時以下の蓄電池設備であって出火防止措置が講じられたものを定める。また、

建築物からの離隔距離を取らなくてもよいこととする延焼防止措置が講じられた蓄

電池設備を定める。 

 

【施行期日】 

    令和６年１月１日 

 

４ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件に

ついて 

【改正内容】 

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を決定するための試験方法の特

例として、固体燃料を使用する対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を決
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定するための試験方法や火災予防上安全性が高い構造の対象火気設備等及び対象火

気器具等の離隔距離の特例を追加するもの。 

 

【施行期日】 

  公布の日 

 

５ 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件について 

【改正内容】 

 屋内消火栓設備の低圧式の非常電源専用受電設備の第一種配電盤等について、キ

ャビネットが一定の基準を満たしていることを条件に配線用機器等の耐熱基準を緩

和するほか、所要の規定の整理を行う。 

 

【施行期日】 

 公布の日 
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○
総
務
省
令
第
四
十
八
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
一
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
及
び
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具

等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

消
防
法
施
行
規
則
及
び
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

016674
テキストボックス
別紙３
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改

正

後

改

正

前

（
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
）

（
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
）

第
三
十
二
条
の
三

令
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
三
十
二
条
の
三

令
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
畜
舎
等
（
畜
舎
（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
次
項
各
号
に

要
件
を
満
た
す
畜
舎
等
（
畜
舎
（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）
、
堆
肥
舎
（
家
畜
排
せ
つ
物
の

掲
げ
る
畜
舎
に
付
随
す
る
施
設
（
畜
舎
の
敷
地
又
は
こ
れ
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
建
築
等
を

処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
が
畜
舎
の
管
理
に
つ
い

し
、
当
該
畜
舎
と
一
体
的
に
利
用
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
が
当
該
畜
舎
の

て
権
原
を
有
す
る
者
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
関
連
施
設
（
搾
乳
施
設
及
び
畜
舎
に
付
随
す
る
集
乳

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
が
畜
舎
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
と
同
一
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

畜
舎
に
付
随
す
る
施
設
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
を
い
う
。

［
新
設
］

一

搾
乳
施
設

二

集
乳
施
設

三

貯
水
施
設
及
び
水
質
浄
化
施
設

四

保
管
庫
（
防
火
上
支
障
が
な
い
物
資
及
び
車
両
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
保
管
し

な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

五

堆
肥
舎
（
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
。
次
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

六

排
水
処
理
施
設

七

発
酵
槽

八

前
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
に
類
す
る
施
設
（
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）

３

第
一
項
の
畜
舎
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
は
、
適
用
し

２

前
項
の
畜
舎
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
は
、
適
用
し
な

な
い
。

い
。

一

第
一
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
保
管
庫
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

［
新
設
］

る
も
の

令
第
十
条
、
令
第
十
一
条
、
令
第
十
三
条
か
ら
令
第
十
九
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
か
ら
令
第
二
十

二
条
ま
で
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第

二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二
款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規
定

二

第
一
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
畜
産
経
営
の
用
に
供
す
る
部
分
（
畜
産
経
営
に
関
す
る
執
務
又
は
作
業
（
軽
微

一

前
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
畜
産
経
営
に
関
す
る
執
務
又
は
飼
料
、
敷
料
若
し
く
は
農
業
用
機
械
の
保
管
そ
の

な
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
使
用
に
供
す
る
部
分
及
び
保
管
庫
の
用
に
供
す

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
使
用
に
供
す
る
部
分
（
次
号
に
お
い
て
「
畜
産
経
営
の
用
に
供
す
る
部

る
部
分
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
無
窓
階
に
あ
っ
て

分
」
と
い
う
。
）
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
無
窓
階
（
令
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定

は
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
第
十
条
、
令
第
十
三
条
か

す
る
無
窓
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
も
の

令
第
十
条
、
令

ら
令
第
十
八
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
か
ら
令
第
二
十
二
条
ま
で
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以
外
の
階
に

第
十
三
条
か
ら
令
第
十
八
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
か
ら
令
第
二
十
二
条
ま
で
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以

あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二
款
か
ら
第

外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二

六
款
ま
で
の
規
定

款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規
定

三

第
一
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
畜
産
経
営
の
用
に
供
す
る
部
分
の
収
容
人
員
の
合
計
が
五
十
人
以
上
（
無
窓
階

二

前
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
畜
産
経
営
の
用
に
供
す
る
部
分
の
収
容
人
員
の
合
計
が
五
十
人
以
上
（
第
五
条
の

に
あ
っ
て
は
、
二
十
人
以
上
）
の
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
第
十
条
、
令
第
十
三
条
か

三
に
規
定
す
る
避
難
上
又
は
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
階
に
あ
っ
て
は
、
二
十
人
以
上
）
の
も
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ら
令
第
十
八
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
の
二
、
令
第
二
十
二
条
、
令
第
二
十
四
条
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階

の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
第
十
条
、
令
第
十
三
条
か
ら
令
第
十
八
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条

以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第

の
二
、
令
第
二
十
二
条
、
令
第
二
十
四
条
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項

二
款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規
定

第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二
款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規
定

四

第
一
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

令
第
十
条
、
令
第
十
三
条
か
ら
令
第
十

三

前
項
の
畜
舎
等
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

令
第
十
条
、
令
第
十
三
条
か
ら
令
第
十
八

八
条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
の
二
、
令
第
二
十
二
条
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同

条
ま
で
、
令
第
二
十
一
条
の
二
、
令
第
二
十
二
条
、
令
第
二
十
六
条
（
無
窓
階
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
同
条

条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二
款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規

第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
七
条
を
除
く
令
第
二
章
第
三
節
第
二
款
か
ら
第
六
款
ま
で
の
規
定

定

４

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
畜
舎
等
に
対
す
る
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適

３

第
一
項
の
畜
舎
等
に
対
す
る
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
条
第
六
項
第
一
号
、
第

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
準
耐
火
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
準
耐
火
建
築
物
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が

二
十
四
条
第
五
号
ニ
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
二

少
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
構
造
を
有
す
る
建
築
物
」
と
す
る
。

項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項

中
「
準
耐
火
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
準
耐
火
建
築
物
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官

が
定
め
る
構
造
を
有
す
る
建
築
物
」
と
、
第
六
条
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
、
第
二
十
五
条
の
二

第
二
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
中

「
各
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
各
部
分
（
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

５

第
三
項
各
号
の
畜
舎
等
に
対
す
る
第
六
条
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二

［
新
設
］

項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
各
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
各
部
分
（
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。

６

第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
畜
舎
等
の
二
以
上
の
部
分
が
渡
り
廊
下
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
部
分
の
み

４

第
一
項
の
畜
舎
等
の
二
以
上
の
部
分
が
渡
り
廊
下
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
部
分
の
み
で
接
続
さ
れ
て
い
る
場
合

で
接
続
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適

に
お
い
て
、
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
当
該
畜

合
す
る
と
き
は
、
当
該
畜
舎
等
の
二
以
上
の
部
分
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

舎
等
の
二
以
上
の
部
分
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
防
火
対
象
物
と
み

れ
別
の
防
火
対
象
物
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

な
す
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 5 -

改

正

後

改

正

前

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

第
三
条

令
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

第
三
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
設
備
か
ら
配
管
設
備
等
を
除
い
た
も
の
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

［
一
～
十
六

略
］

［
一
～
十
六

同
上
］

十
七

蓄
電
池
設
備
（
蓄
電
池
容
量
が
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
以
下
の
も
の
及
び
蓄
電
池
容
量
が
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
を

十
七

蓄
電
池
設
備
（
四
千
八
百
ア
ン
ペ
ア
ア
ワ
ー
・
セ
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

超
え
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
出
火
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

［
十
八
～
二
十

略
］

［
十
八
～
二
十

同
上
］

（
振
動
又
は
衝
撃
に
対
す
る
構
造
）

（
振
動
又
は
衝
撃
に
対
す
る
構
造
）

第
十
二
条

令
第
五
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
対
象
火
気
設
備
等
（
建
築
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各

第
十
二
条

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
振
動
又
は
衝
撃
に
よ
り
、
容
易
に
転
倒
し
、
落
下
し
、
破
損
し
、
又
は
き
裂
を
生

じ
ず
、
か
つ
、
そ
の
配
線
、
配
管
等
の
接
続
部
が
容
易
に
緩
ま
な
い
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

蓄
電
池
設
備
（
開
放
形
鉛
蓄
電
池
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
電
槽
は
、
耐
酸
性
の
床

八

蓄
電
池
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
電
槽
は
、
耐
酸
性
の
床
上
又
は
台
上
に
転
倒
し
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ

上
又
は
台
上
に
転
倒
し
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

と
。
た
だ
し
、
ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
を
設
け
る
床
又
は
台
に
あ
っ
て
は
、
耐
酸
性
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

（
風
道
、
燃
料
タ
ン
ク
等
の
構
造
）

（
風
道
、
燃
料
タ
ン
ク
等
の
構
造
）

第
十
四
条

令
第
五
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
対
象
火
気
設
備
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
十
四
条

［
同
上
］

り
、
ほ
こ
り
、
雨
水
そ
の
他
当
該
対
象
火
気
設
備
等
の
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
が
入
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

屋
外
に
設
け
る
蓄
電
池
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
筐
体
は
雨
水
等
の
浸
入
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の

五

屋
外
に
設
け
る
蓄
電
池
設
備
に
あ
っ
て
は
、
雨
水
等
の
浸
入
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式

と
す
る
こ
と
。

（
鋼
板
で
造
ら
れ
た
外
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
筐
体
は
雨
水
等
の
浸
入
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ

七

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
雨
水
等
の
浸
入
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

と
。

（
そ
の
他
の
基
準
）

（
そ
の
他
の
基
準
）

第
十
六
条

令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
火
気
設

第
十
六
条

［
同
上
］

備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
し
火
災
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
条
例
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
及
び
急
速
充
電

四

［
同
上
］

設
備
（
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
屋
外
に

設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
及
び
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
の
う
ち
、
消
防
長
又
は
消

ロ

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
及
び
蓄
電
池
設
備
の
う
ち
、

防
署
長
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
構
造
を
有
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
（
鋼
板
で
造
ら
れ
た
外
箱

消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
構
造
を
有
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
の
も
の

に
収
納
さ
れ
て
い
る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
の
等
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら

等
、
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

れ
て
い
る
も
の

ハ

蓄
電
池
設
備
の
う
ち
、
延
焼
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
又
は
消

［
新
設
］

防
長
若
し
く
は
消
防
署
長
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
構
造
を
有
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
の
も
の

等
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

ニ
・
ホ

［
略
］

ハ
・
ニ

［
同
上
］

［
五
～
十
一

略
］

［
五
～
十
一

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
一
厨
房
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

組
込
型
こ

注
機

：
ん
ろ
・
グ

器
本
体

リ
ル
付
こ

上
方
の

ん
ろ
・
グ

側
方
又

リ
ド
ル
付

は
後
方

不
こ
ん
ろ

の
離
隔

、
燃
開
放
式

キ
ャ
ビ

1
4
k
W
以
下

1
0
0

1
5

1
5

1
5

距
離
を

以
ネ
ッ
ト
型

注
注

示
す

。

外
こ
ん
ろ
・

グ
リ
ル
付

こ
ん
ろ
・

グ
リ
ド
ル

付
こ
ん
ろ

据
置
型
レ

2
1
k
W
以
下

1
0
0

1
5

1
5

1
5

ン
ジ

注
注

組
込
型
こ

ん
ろ
・
グ

リ
ル
付
こ

ん
ろ
・
グ

リ
ド
ル
付

こ
ん
ろ

、
キ
ャ
ビ

1
4
k
W
以
下

8
0

0
－

0
不
開
放
式

ネ
ッ
ト
型

厨
気
燃

こ
ん
ろ
・

房
体

グ
リ
ル
付

設
燃

こ
ん
ろ
・

備
料

グ
リ
ド
ル
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付
こ
ん
ろ

据
置
型
レ

2
1
k
W
以
下

8
0

0
－

0
ン
ジ

不
固
燃
木
炭
を
燃
料

炭
火
焼
き

－
1
0
0

5
0

5
0

5
0

体
以
と
す
る
も
の

器
燃
外

料
不
木
炭
を
燃
料

炭
火
焼
き

－
8
0

3
0

－
3
0

燃
と
す
る
も
の

器

使
用
温
度
が

800
℃

－
2
5
0

2
0
0

3
0
0

2
0
0

以
上
の
も
の

上
記
に
分
類
使
用
温
度
が

300
℃

1
5
0

1
0
0

2
0
0

1
0
0

さ
れ
な
い
も
以
上

800
℃
未
満
の

－
の

も
の

使
用
温
度
が

300
℃

－
1
0
0

5
0

1
0
0

5
0

未
満
の
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る

蓄
電
池
設
備
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
う
ち
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る

も
の
及
び
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
新
令

第
二
章
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○
消
防
庁
告
示
第
六
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
消
防
庁

告
示
第
二
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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テキストボックス
別紙４
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改

正

後

改

正

前

畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
の
細
目

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

第
二
号
、
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
の
細

三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
に
規
定
す
る
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の

目
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

特
例
の
細
目
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

特
例
を
適
用
す
る
畜
舎
等

第
二

［
同
上
］

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が

一

［
同
上
］

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

略
］

［

同
上
］

(一)

(一)

居
室
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い

居
室
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い

(二)

(二)

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
存
す
る
場
合
は
、
当
該
居
室
が
畜
産
経
営
に
関
す
る
執
務
又
は
作
業
（
軽
微
な
も

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
存
す
る
場
合
は
、
当
該
居
室
が
畜
産
経
営
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
畜
産
経
営
に

の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら

関
す
る
執
務
又
は
飼
料
、
敷
料
若
し
く
は
農
業
用
機
械
の
保
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

使
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ

る
こ
と
。

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
防
火
上
支
障
が
な
い
物
資
及
び
車
両
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定

［
新
設
］

め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

か
ら

ま
で
の
物
資
及
び

の
車
両
を
同
一
の
保
管
庫

(一)

(七)

(八)

に
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
を
間
仕
切
壁
又
は
戸
に
よ
っ
て
隔
て
て
保
管
す
る
こ
と
。

飼
料

(一)

敷
料

(二)

飼
育
ケ
ー
ジ
、
動
物
用
医
薬
品
そ
の
他
の
家
畜
の
飼
養
管
理
に
必
要
な
も
の

(三)

肥
料
、
農
薬
そ
の
他
の
飼
料
の
生
産
に
必
要
な
も
の

(四)

も
み
殻
、
お
が
く
ず
そ
の
他
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
に
必
要
な
も
の

(五)

消
毒
薬
、
消
毒
設
備
（
消
毒
薬
噴
霧
装
置
、
消
毒
マ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
を
い
う
。
）

(六)
そ
の
他
の
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防
又
は
ま
ん
延
防
止
に
必
要
な
も
の

畜
舎
等
又
は
そ
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
資
材
又
は
工
具

(七)

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
の
畜
産
経
営
に
必
要
な
車
両

(八)

の
車
両
の
燃
料
（
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
九
条
の
四
に
定
め
る
指
定
数

(九)

(八)
量
の
五
分
の
一
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）



- 3 -

の
車
両
の
修
理
又
は
整
備
に
必
要
な
部
品
又
は
機
械
器
具

(十)

(八)

(

十
一

の
車
両
に
け
ん
引
さ
れ
る
農
業
用
機
械
器
具

(八)

)

第
三

畜
舎
等
に
係
る
消
防
用
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
の
特
例
の
細
目

第
三

［
同
上
］

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

項
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(一)

(二)

(一)

(二)

二

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
六
条
第
六
項
第
一
号
の
消
防
庁
長

二

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
六
条
第
六
項
第
一
号
の
消
防
庁
長

官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
又
は
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
若
し
く
は
保
管
の
用
に
供
す
る
部
分

官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
又
は
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
若
し
く
は
保
管
の
用
に
供
す
る
部
分

と
す
る
。

と
す
る
。

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
及
び
第
二
十

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
及
び
第
二
十

五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
部
分

五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
部
分

（
当
該
部
分
に
面
す
る
通
路
の
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
当
該
部
分
に
面
す
る
通
路
の
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
と
す
る
。

四

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

四

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
構
造
を
有

ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
構
造
を
有

す
る
畜
舎
等
の
う
ち
、
常
時
人
が
立
ち
入
ら
な
い
部
分
と
す
る
。

す
る
畜
舎
等
の
う
ち
、
常
時
人
が
立
ち
入
ら
な
い
部
分
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(一)

(二)

(一)

(二)

五

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
六
項
の
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準

五

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
の
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(一)

(三)

(一)

(三)

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
七
号

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
三
条
第
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
四
号
ハ
の
規
定
に

基
づ
き
、
蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に
関
す
る
基
準

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
四
号
ハ

の
規
定
に
基
づ
き
、
蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

出
火
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
蓄
電
池
設
備

省
令
第
三
条
第
十
七
号
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
出
火
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ

（
産
業
標

準
化
法
（

昭
和
二
十

四
年
法

律
第
百
八
十

五
号
）

第
二
十
条
第

一
項
の
日

本
産
業
規

格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｃ
八
七
一
五－

二

016674
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二

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
六
三
一
一
五－

二

第
三

延
焼
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
蓄
電
池
設
備

省
令
第
十

六
条
第
四

号
ハ
の
消

防
庁
長
官

が
定
め

る
も
の
は
、

第
二
に

定
め
る
も
の

で
、
か
つ

、
次
の
各

号

の
い
ず
れ

か
に
適

合
す
る
も
の

又
は
こ

れ
ら
と
同

等
以
上
の
延

焼
防
止

措
置
が
講
じ

ら
れ
た

も
の
で
あ
る

こ
と
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
一
一－

一

二

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
一
二

三

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
四
一

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
八
号

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
五
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四

年
消
防
庁
告
示
第
一
号
（
対
象
火
気
設
備
等
及
び
対
象
火
気
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
関
す
る
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

用
語
の
定
義

第
二

［
同
上
］

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

［
同
上
］

る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

最
大
投
入
量

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
に
お
い
て
、
当
該
対
象
火
気
設
備
、
器
具

［
新
設
］

等
に
一
度
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
固
体
燃
料
の
量
の
う
ち
、
通
常
燃
焼
に
達
す
る
た
め
に
必
要
な
量
を
い

う
。

第
四

運
用
上
の
注
意

第
四

運
用
上
の
注
意

第
三
に
定
め
る
離
隔
距
離
の
決
定
に
当
た
っ
て
の
運
用
上
の
注
意
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
五

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
の
特
例

［
新
設
］

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
あ
っ
て
は
、
第
三
に
定
め
る
距
離
に
よ
る
ほ

か
、
当
該
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
に
、
最
大
投
入
量
ま
で
固
体
燃
料
を
投
入
し
て
、
当
該
燃
料
の
重
量
が
、
最

大
投
入
量
の
重
量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
重
量
ま
で
減
少
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
を
一
サ
イ
ク
ル
と
し

て
五
回
繰
り
返
す
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
に
お
い
て
、
四
以
上
の
サ
イ
ク
ル
で
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度

が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
試
験
の
運
用
上
の
注
意
は
、
第
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
試
験
の
実
施
前
に
、
三
時
間
を
限
度
と
し
て
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
を
予
熱
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

二

一
の
サ
イ
ク
ル
の
終
了
後
、
次
の
サ
イ
ク
ル
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
燃
焼
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

三

最
後
に
実
施
す
る
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度
が
当
該
試
験
に
お
け
る
最
も
高
い

温
度
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
六

火
災
予
防
上
安
全
性
が
高
い
構
造
の
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
の
特
例

［
新
設
］

通
常
燃
焼
時
に
お
い
て
、
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
表
面
の
温
度
上
昇
が
定
常
状
態
に
達
し
た
と
き
又
は
対

象
火
気
設
備
、
器
具
等
が
連
続
し
て
運
転
可
能
な
最
大
の
時
間
ま
で
運
転
し
た
と
き
に
、
当
該
対
象
火
気
設
備
、

器
具
等
の
表
面
の
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
も
の
の
離
隔
距
離
に
あ
っ
て
は
、
第
三
に
定
め
る
距
離
に

か
か
わ
ら
ず
、
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
運
用
上
の
注
意
は
、
第
四
第
一
号
及
び
第
二
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

○
消
防
庁
告
示
第
九
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和

(ホ)

五
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
号
（
配
電
盤
及
び
分
電
盤
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

016674
テキストボックス
別紙７
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改

正

後

改

正

前

第
三

キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
の
構
造

第
三

［
同
上
］

一

第
一
種
配
電
盤
等
の
キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

［

略
］

［

同
上
］

(一)

(一)

キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
は
、
防
火
塗
料
等
を
施
し
た
繊
維
混
入
ケ
イ
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
（
板
厚
が
埋
込
む
部
分

キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
は
、
防
火
塗
料
等
を
施
し
た
パ
ー
ラ
イ
ト
板
（
板
厚
が
埋
込
む
部
分
に
あ
つ
て
は
十
二

(二)

(二)

に
あ
つ
て
は
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
露
出
す
る
部
分
に
あ
つ
て
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
露
出
す
る
部
分
に
あ
つ
て
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は

に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
熱
性
及
び
断
熱
性
を
有
す
る
材
料
で
内
張
り
し
た
も
の
と
し
、

こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
熱
性
及
び
断
熱
性
を
有
す
る
材
料
で
内
張
り
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
内
張

か
つ
、
当
該
内
張
り
部
分
は
、
熱
又
は
振
動
に
よ
り
容
易
に
は
く
離
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

り
部
分
は
、
熱
又
は
振
動
に
よ
り
容
易
に
は
く
離
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(三)

(六)

(三)

(六)

［
二

略
］

［
二

同
上
］

第
四

第
一
種
配
電
盤
等
及
び
第
二
種
配
電
盤
等
の
性
能

第
四

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
は
、
次
に
定
め
る
耐
火
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
同
上
］

(一)

(一)

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

加
熱
方
法
は
、
キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
を
別
図
第
二
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二

ロ

加
熱
方
法
は
、
キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
を
別
図
第
二
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と

十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と

い
う
。
）

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定
め
る
標
準
加
熱
曲
線
Ｂ
に
準

い
う
。
）

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定
め
る
火
災
温
度
曲
線
に
準
じ

じ
て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

非
常
電
源
回
路
に
使
用
す
る
配
線
用
機
器
及
び
配
線
（
以
下
「
配
線
用
機
器
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次

［
同
上
］

(二)

(二)

に
定
め
る
耐
熱
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

加
熱
炉
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

［
同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

加
熱
し
た
と
き
、
二
百
八
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
十
八
度
の
温
度
（

ニ
の
試
験
結
果
に
お
い

加
熱
し
た
と
き
、
二
百
八
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
十
八
度
の
温
度
を
三
十
分
間
以
上
保
つ
こ
と

(ハ)

(一)

(ハ)

て
、
別
図
第
三
に
示
す
Ｂ
点
の
温
度
が
百
五
度
以
下
で
あ
る
場
合
に
使
用
す
る
配
線
用
機
器
等
に
係

が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
炉
内
に
極
端
な
温
度
む
ら
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
耐
熱
試
験
に
あ
つ
て
は
、
百
五
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
十
・
五
度
の
温
度
）
を
三
十
分
間
以
上
保
つ

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
炉
内
に
極
端
な
温
度
む
ら
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

加
熱
方
法
は
、
配
線
用
機
器
等
を
収
納
し
た
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
製
の
箱
を
別
図
第

ロ

加
熱
方
法
は
、
配
線
用
機
器
等
を
収
納
し
た
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
製
の
箱
を
別
図
第

五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定

五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定

め
る
標
準
加
熱
曲
線
Ｂ
の
三
分
の
一
の
加
熱
曲
線
（

ニ
の
試
験
結
果
に
お
い
て
、
別
図
第
三
に
示
す

め
る
火
災
温
度
曲
線
の
三
分
の
一
の
温
度
曲
線
に
準
じ
て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

(一)

Ｂ
点
の
温
度
が
百
五
度
以
下
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
標
準
加
熱
曲
線
Ｂ
の
八
分
の
一
の
加
熱
曲

線
）
に
準
じ
て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(三)

(四)

(三)

(四)

二

［
略
］

二

［
同
上
］
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キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
は
、
次
に
定
め
る
耐
火
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
同
上
］

(一)

(一)

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

加
熱
方
法
は
、
キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
を
別
図
第
二
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四

ロ

加
熱
方
法
は
、
キ
ヤ
ビ
ネ
ッ
ト
を
別
図
第
二
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四

（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定
め
る
標
準
加
熱
曲
線
Ｂ
の
三
分
の
一
の
加
熱
曲
線
に
準
じ

（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定
め
る
火
災
温
度
曲
線
の
三
分
の
一
の
温
度
曲
線
に
準
じ
て

て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

配
線
用
機
器
等
は
、
前
号

、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
次
に
定
め
る
耐
熱
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

［
同
上
］

(二)

(二)

(二)

と
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

加
熱
方
法
は
、
配
線
用
機
器
等
を
収
納
し
た
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
製
の
箱
を
別
図
第

ロ

加
熱
方
法
は
、
配
線
用
機
器
等
を
収
納
し
た
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
製
の
箱
を
別
図
第

五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定

五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

一
三
〇
四
（
建
築
構
造
部
分
の
耐
火
試
験
方
法
）
に
定

め
る
標
準
加
熱
曲
線
Ｂ
の
八
分
の
一
の
加
熱
曲
線
に
準
じ
て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

め
る
火
災
温
度
曲
線
の
八
分
の
一
の
温
度
曲
線
に
準
じ
て
三
十
分
間
加
熱
す
る
こ
と
。

第
五

そ
の
他

第
五

［
同
上
］

第
一
種
配
電
盤
等
及
び
第
二
種
配
電
盤
等
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

八
四
八
〇
（
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
形
分
電
盤
）
に

第
一
種
配
電
盤
等
及
び
第
二
種
配
電
盤
等
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

八
四
八
〇
（
分
電
盤
通
則
）
に
適
合
す
る
も

適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
図
第
三
中
「
パ
ー
ラ
イ
ト
板
等
」
を
「
繊
維
混
入
ケ
イ
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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